
書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促違法第

“

条第 2項第3号に定める事項を

“

載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第

“

条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
ノーモア・ヒパクシャ記憶遺産を継承す

る会
事 業 年 度

令和 6年 4月 1日 ～
令和 7年 3月 31日

収 益 源 泉 の 内 訳 金   額

正会員会費 1,2〔Ю,000円

賛助会員会費 528,αЮ 円

賛助団体会費 αЮ,∞0円

一般募金 10,621,1∞ 円

継承センター設立募金 23,αⅨ)円

連合・愛のカンパ 4∞,0∞ 円

DV]D「声が世界を動かした」頒布 1,∝Ю 円

DVD「原爆は人間として生きることも死ぬことも許さなかった」
頒布

1,αЮ円

普通預金利息 1“ 円

以下余白 円

円

円

円

円

合 計 13,634,346円

{1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

′ヽ
ロ 計 円

(3}その他
な し

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した■合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

その他 の取 引条件等取引先の氏名等
法人との

関  係
腋 渡 貴 産 の 内 容

餞  渡
年 月 日

議 渡 価 格

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

② 費用の生する取引の上位5者

(3}役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の議渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

3,600,000円 一般募金

3.500,瞑Ю 円 一般募金

1,510,αЮ 円 正会員会費、一般募金

652,480円 正会員会費、一般募金

400,Oα〕円 助成金 (連合・愛のカンパ)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

627,778円
サーパ更新費、ウェプサイ ト

多言語化対応

474,260円
愛宕山弁護士ビル立ち退きに

伴う保管史料の移転費

27島 (H〕D円
日本被団協ノーベル平和賞受

賞報告会会場費

242,274円 Wi‐Fi使用料

211,200円 史料保管料

■ ■

■■ ■ ■



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先の氏名等
法人との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 その他 の取 引条件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

■■■|

■■■|

■■■|

■■■|

■■
■■
■■
■■
■■
■■

役務の提供

年 月 日
対 価 の 額 その他の取引条件等取引先の氏名等

ル
ヽ人

の

関

係

法

役務の提供の内

容

R6′″1‐

R7ノン31
0円

東京都千代田

区六番町 15プ

ラザエフ6F事
務スペースの

提供

オンラインミ
ュージアム

SNS運用

R6″υl・

R7γ31
35,αЮ円

アーカイプス

公開プロジェ

クト運用

Rα″1‐
R7ノⅣ31

50,αЮ円

被爆証言集等
マスキング作

業

DⅣ″1・
R73月 1

30,αЮ 円

R(Vl123,24 35,αЮ円

長崎国際市民

フェス登壇・

作業

円

円

円

円

円

■■
■■



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の規族等で、当瞭法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその書附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

 

以下余白

200,ⅨЮ 円

円

円

円

円

R6ノ1226

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 〔⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た■員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、磯員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の規族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の規族でこれらの者と生計を―にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

(注 2)注 1の①～④の内容を具 的に記述 します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 R6年 4月 1日  ～R7年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 46,150円

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区   分 支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 R6ノ″1

R7ノW31
給与 R6ノイ1

R7ノν31

給与 R6ノ4ノ7,16,23,

∞



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した書附金の観並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金餞の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

支 出 先 の 名 称 等 住    所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円



法人名 チェフタ欄

3… u艦理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の

“

融のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1}役員及びそ
`"麟
蒔

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の颯蟻蒔
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公田会計士又は監壺法人の監壺を受けていること、又鰤根簿書類の備付け、取引の記

録及び颯庫書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費鸞が明らかでないものがある0の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人■申よ 第3表付表1「役員の状況』から転■してくださしヽ

③及●0こついて:よ ′:lL点以下第2位を切り捨てた歌饉を記●してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②■(1:))

最も′層姉つい「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

(④■①)

① ② ③ ④ ⑤

③
令和 6年4月 1日～令和 7年

3月 31日 21人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ④ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

lヽ1い

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関関

認定基準等チェック表 (第 3表) (初葉)

健菫中ロ

・

…

ェック表 ● 3D:よ 麟 5韓 1コ4づく‐ (饉輌■口■旧出魯Dの躙 雌 おして協 曖 暉
付する●晨があります。そ口躙餞 上記口(ロロロの必要はありません。

・ 日定の有効醐間DI更輌の中■に当たつて:よ演第5剣口 ■に薔づく‐  (役員輌□翻闘阻出■Dに日●した事項について、
澤付を中略することができ」

"‐

。

O

上記を証する書類の名称とその内容等

定欣第%条に「各正会員の語関熙ま 平等なもの

とする」と規定



ハ

Ω 鰹堕型醒塁塁壁L壺目□E型饉≦菫Ш墜2」1国聾菫製塁L」腱LLど二≦塁主LL_

項
日

【 ◎ ⑥ ◎ 〇 ◎ ① 申ヨ印時

会計について公日会計土又は艦壺法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Itt, \

v\L\i

帳簿●輌の備付け、取引の田鳳及び瞑椰書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

図]

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ O ◎ ① 申副部寺

費途が明らかでない支出がある、崚簿に虚偽の記

申がある等の不適正な経理の有無
有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 ('OD

∝菫中ロ

■定の有効嘲聞DIコ新の申睛に当たつて:ム 法第5彙第1■に基づく書目 0■旧日開僣薔田蜻■Dに
“

曖した事項について、改

め

…

るあ晏はありません。

「

…

ェック裏iC串 3

○ .コこおいて、「費趙い
'明
|らかでないもの」と:ム 法人が費用として支出し

―
うち、その費途を強慇することができないも

のをいい、法人力銘 目に関わらず支出した金餞でその費途が明らかでないものが、これに当たりま丸 なな 意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費賢馘
'1明

らかでないもの」があることになり、日定を受けることはできませスる

注 意 事 項目項 記 載 要 領

イの各欄 区分個の「OメЭ」の各欄には、実績準腱勢憫り各事業
年度 (又は各年)を籠戦します。

第3表付表lr役員の状況1を罰載して、「①」、「②」

及び l④」の各欄に腋当する人数榊 しま
‐
,■

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄に関腔する書類の内容を文書のと

おりに記蔵します。

口の各欄 讀当する一方を「○」で囲みます。

「上記なけ る椰影洛称とその内容鞠 欄には 例え

ばヽ 「定款 (又は会』 第○条に『各正会員の表決権lま

平等なものとする」と規定」のように記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で日みます。

なお、「③」から 10」 :ご
"ヽ
て:よ イに口載する各期

間 (10」 から rO」 )を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の「はし上

に■2Lユ丞:11日:饉重理監直誕董l査:臼垂

位墜K墨望ニ
② 呻日‖陽E哺肘け、取引の話鳳及

び椰 謄 願C晰率を青色申告法人に準

じて行っている」のは四 にЮL

塾2湿虹
=囮
理塑鎚上二笠塾

しL

2「

二の各欄 該当する一方を「○」で田み|ます。

なおヽ 「⑥」から
'①
」についてlよ イに罰崚する各期

間 (10」 から「①」)を示したもので九

記載要領の補足

はい

匝コ



書式第8号 (法第44条・51条。58条関係)
役 員 の 状 況

岡山 史興 理事

○

第 3表付表 1

平成25年 5月

23日 就任

法人名
ノーモア・ヒパクシャ記憶遺産を

継承する会
◎ ⑥ ◎ 〇 ◎ ① 申 請 時

役  員  数 21人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
③ ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申1隣 就任・退任

年月日

安齋 育郎

家島 昌志

石川 良広
(八木良広)

伊藤 和久

大久保 賢一

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

平成24年 4月

25日 就任

令和 5年 5月

20日 就任

平成29年 5月

27日 就任

平成24年 4月

25日 就任

平成24年 4月

25日 就任

聞間 元 理事 平成24年 4月

25日 就任
○

木戸 季市 理事
○

令和 3年 5月

{1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

{2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の規族等」のグループの人数



22 日1就任

糀谷 陽子 理事 令和 5年 5月

20日就任○

菅波 睦子
(二村睦子)

理事 平成 29年 5月

27日 就任○

棚田 一論

田部 知江子

内藤 雅義

直野 章子

中尾 詩織

 

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

令和 3年 5月

22日就任

令和 3年 5月

22日就任

平成24年 4月

25日 就任

平成24年 4月

25日 就任

令和 5年 5月

20日就任

中澤 正夫

林田 光弘

舟橋 喜恵

山根 和代

木村 誠

理事

理事

理事

理事

監事

ヽ
ノ
′
ヽ

○

○

○

○

平成24年 4月

25日 就任

令和 6年 5月

25日 就任

平成24年 4月

25日 就任

平成24年 4月

25日 就任

平成29年 5月

27日 就任



和国 征子 監事

○

令和 3年 5月

22日就任

(注意事項)

日定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第 55彙第1項に出づく書類 (役員報酬規租等提出書類)に出載した事
項について、添付を省略することができます。

η



法人名 ノーモア・ヒパクシャ記憶遺産を経承する会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (会計王)使

用、ノレーズリーフ

適時 7年

仕訳日詞帳
会計ソフト (会計王)使

用、′レーズリーフ

週一回 7年

給与台帳

Ex c e lfEH

ルーズリーフ

月一回 7年

現金出納帳

Exce1Effi

ルーズリーフ

都度 7年

普通預金出納帳

Ex c e ltEH

ノレーズリーフ

都度 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関悧|

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

¨
・  1●口測

=輌
"嗜

」

“

輌ぇばい●

“

Ⅲ .『出●●all.f"□ .… .呻口

“

口o■』な|",ょぅ[■日日し,す。
・ :― ●ユ l■嘔1.『ルーズリーフ上子●T颯□ など0よう〔ヨロし,す.
・  [■

“

●ワ

"口

l[●は.“■輌、

““

:」.=― ごと10よう1●日いし,,■
・ い ●n"口DE“0中中に」たつて民 澤中轟

"1'日
=●
づく●■口■自■中

…

1‐し
“

阿中ご費■
洒

"ヽ
e=… ること

…

.



法人名 ノーモア・ヒパクシャ記憶遺産を継承する会 チェッタ欄

4事業活動に関して次に掲げる薔串に■合していること
イ 宗毅活動測ま政治活動饉を行っていないこと

口 役員等に対し報馴又鰤綸与の繭綸に関して特別の利菫を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との闘の責産の日菫専に日して特別の利盤を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当去人の財

産の運用及び事業の日贈に関して特別の利益を与えないこと、及び層詢1を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又:調出定の公■0楓輛階若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実颯判定期間における事業費の総額のうち特定|夕営利活動に係る事彙費の日の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判自期間における受入寄附金縮額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

O

ロ

⑥ ◎ 0 ◎ ① 申請時項
日

【 ③

宗散の教義を広め、儀式を行い、及び僣者を

教化青成する活動
有 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無

有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有・ 無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ1こ

反対する活動
有 有・ 無

有・ 無 有・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくはヽ出こある者又

は政党を推蘭し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 困 有・ 無 有・ 無 有・ 無

項 目 ⑥ ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申請時

役員α月圏宙のメ́ 撃、1職員に対する綸与
`)支
半V,増兄、当蕩に人

とその活動内容及び事業規模が層似する他の法人の役員に

対する椰日権)支給の状況停に照らして、当法人の役員に対す

る欄酬の支綸として過大と認められる報酬の支給その他1役

員等に対し欄酬又は給与の支給に関して特鼎ljの利益の供与

の有無

有・□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が力配する法人に対しその対価の額が当

腋資産のその議渡り時における個額に比して著しく過少と

認められる資産の譴崚その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の自渡等に関して鶴諷
'lの
利益の供

与の有無

有・日 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して補別¢申嵯ンX輝与の有熟:
有・日 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公■ン》嗜薦書者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・日 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初わ

cttm
。 1日定基準事チェック表 (第 4義)」 !ム 法第5彙第1項に薔づく書■ (役員輻■輌■簿提出■日Dの提出時においても記崚
及0日曲麟
"相
助もります。その喘合、

―

ェック豪第4表 (次葉)」 0,こび二)の国麟及び洒付の必晨はありま
せん。

・ 日定の有効劇口DI口いの申睛に当たつて:ム 法第5彙第1項に出づく書順 (役員輻■目日嗜組出■■D:硼崚し1=朝こつい
て、改めて記職する●口lまありません。



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック衰  (第 5表 )

(注意事項)
。■定書率等チェック表第5表は、法第55彙第 1項に薔づく0日 (■員颯■規程●提出書日)の提出時に配颯及び澤
付する必要があります。

・日定の有効翔間の更晰の中謗に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 ノーモア・ ヒパクシャ記憶遺産を組承する会 チッタ相

5 次に掲げる書類について回覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において回覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定軟等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定二率等に適合する旨及び欠格事由に讀当しない口を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員綸与の支綸に関する規程
ホ 収益の明綱その他の資金に関する事項、資産の議菫年に関する事項、寄附全に関する事項その他
―定の事項■を記曖した0輌
へ 助成の実績を

“

載した書類

次に掲げる書類について固覧の請求があった歩合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口■に目する

“

用 (社内颯用)等がある●合には、その相則 (社内燿園)等を重付してくださし、

同  意

する しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目彙、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定歌等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも|]定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に腋当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支綸に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の腋渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは害附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者着しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当岐法
人に対する書附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当腋職員に対する給与の総額に関する事項
③ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金餞の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支綸を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

O



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 6、 7、 8表 )

法人名 ノーモア・ヒ″シ哺ヨ|1日|口ける合

認定基準等チェック表 (第 6表)

認定基準等チェック表 (第フ表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

e菫中o
・ 法第55彙第1項に基づく,ロロ (役員

"口"■
目颯出1日Dの腱出時に当たっては

―

ェック表 (第 6表及【鮨 810
!よ 配崚する必要はありません。
・ 目掟の有効幅間pヨ新の中躙こ当たって:よ

…

ェック豪 (第 6豪及び第8表)("ロロ鍬必要はありません。また、法第

55彙第1項に基づく書口|(役員輻■規題簿担出■■Dに配曖した事項について、改めて口職する必要はありません。

6 実績綱定期間を含む各事業年度の特定引1彗■1隔諷
"u自

去第28条に規定する事凛報告書等を同法第

29彙の規定により開嗜庁に提出していること

チェ

"欄
O

特定非営和活動促進法第2条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ 0 ◎ ①

□ 。無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に遭反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

た ,夕欄

0

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`オ
1騒:を得、または得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・

…

ェック豪 G7101:ム 法第5彙第1項に基づく0■|(m爛■燿□嘲口出■Dの自出申
…び澤付する必要があります。

③ ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申請 時

有 。国 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える1期間力1経過し
ていること

た ,タロ

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条。51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 ノーモア・ヒパクシャ記憶遺産を継承する会 チェック欄

認定、特傷■定又国鳳定の有効期間の更所の薔準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に腋当する法人
口日定、特園慇定測趣 の有瑯鵬層取つ更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに腋当する者がある場合
イ ロ定特定非菫利活鵬は人が目定を取り消された場合則調囀用田目開む劇野蘭割出ま局 1仲ロロ定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当麟目腱中ロヨH馴饉割職法人又は当出特
優認定特定非営利活動法人のその彙務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を饉遇しないもの
口 調鱚り上の罰に処せられ、その執行を姜わつた日測まその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非曽剰活動醍適法着しくはニカ団員不当行コ防止法に遺反したことにより、若しくは刑法204彙●は1)若
しくは■力行a自

"四

■月

“

D諄を犯したことにより、又:動 しく出はな脚こ臓する法律に違反したことにより、
罰全刑に処せらオkその軌綺が終わつた日又はその銀行を受けることがなくなつた日から5年を組畳しない者
二 晏力国の構成員等は2)

2 認定又は‖蘭鴫躙ヒを取り消されその取消しの日から5年を組過tない法人
3 カ飲又は事彙計口書の内書が法令等に遺反している法人
4国 税又は地方税の澤軸由分の●I行がされているもの又は当餞澤軸出分の終了の日から3年を経過しない法人 く日
痙L_壺圏目閣
=コ
」ヨ瞳 g塑直囲□堕

=慶

目麹211日ロロニL_団壼囲日日E自堕壼堂菫壁壼量旦」」目鵬田囲口L菫≦2`日_ヨ蔓
1≡」轟題出国田田1墜理1聾LE」L菫:層璽EE[1」目踵L二重壺1壺」目l旦」堕|□」口塵塑週:コロ[」1塵iヨ|口田目腱2湮出L墾」|」□璽望三盟盛」:).
5 日聴に係る●出中臓又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しなしヽ麒
6 次のいずれかに腋当する法人
イ 尋力団
口 曇力団又は●カロロ哺口n等の崚

"下

にある法人

役員のうち、次のし■シ助1こ族当する者の有無

認定特定¨ 望定を取り消された場合又は特夕1露定特避胸断仰口麟大力端初日定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当歌田定

特定非営秘 コ法人又は当鰊仲田D己厳υ暉押理□墜人のその業務を行う理事であった者でそ
のコ鷺消しの日から5中 し|なrl争の手」熙

有 □

索■以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有 日

特定非増調中 しくは暴力団員による不当行為防止法に敲 したことにより、若しくは

邪1施臣お2X′聰雪暉キしくはヨυ′蓄島等処鰤鴨

“

鴨澤を犯したことにより、又は嘔男期旨しくた●也力1懃こ

関する法律に違反したことにより、罰金刑に震 られ、その執行力寮わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5‐年を経過しない者の有無

有 困

暴力団の構成員等の有無 有・熙

，

】 認定又はお例認定を取り消されそのコ支消しの■から5中 し|なr望した はい・

3 定款又は事業計画書の体略

"ミ

去令報こ違反している法人 はい・ 団ロ回圏

4 回説又は地扇鄭州訥餃勝V澤府がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過
しない法人

はい。いいえ

書顕

添付

認定、特例認定又は認定の有効朔間の更新の申請時に、」車E墜」i」目E壺函」□日日L睦里1」墜ヨ堕≧堕」壼±豊1菫」L上自堕日1堕□薔

堕臼2“Ll理璽壺園回回艶画藁団四堕」国2≧堕壼位憂量羞』菫朧聾≧1」ヨLI」慶口饉囲睡量壼LlL登三二__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の湘辮拠分に係る納税譴明書も督静士すること

(注 2)役員輌酬規程等提出書には添付不要

口租こ1系る」勁

"ゆ

隠ヌじJ亡方8醸こ1乗る」勁

"申

金を目!さヤした日から3`甲を経過しなし滋 はい。¨
Ｏ 画圏

次の円 Y戯こ蕨当する法人
暴力団 は い

。

´
０

曇力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。回圏

O

イ

ロ

ハ

し`




